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日）（抄） 

 

３ 個別の制度の在り方 

（２）派遣元・派遣先の責任分担の在り方について 

労働者派遣制度については、労働者の保護に欠けることのないよう、派遣元事業主が

雇用者として責任を負うことを前提としている。しかしながら、実際には、派遣中の労

働者の就業に関しては、派遣先が責任を負わなければ、労働者の保護が確保できない事

項もあることから、労働基準法等の法律の適用についての特例が設けられ、必要に応じ、

派遣先が、又は派遣元事業主と派遣先がともに、責任を負うこととなっている。 

派遣元・派遣先の責任分担の在り方については、派遣元事業主のみを雇用者としての

責任主体とすることなく、派遣先についても使用者として位置付け、連帯責任を課すこ

とで、労働者にとっての最終的な責任が確保され、また、良質な派遣元事業主が選ばれ

るようになるとの効果は期待できるのではないか、との意見や、派遣元事業主のみが雇

用者として雇用者責任を負うことを前提とした制度の下では、そのような位置付けは難

しいとの意見、かえって、責任分担があいまいになり、労働者の保護につながらない、

との意見があった。 

また、本研究会におけるヒアリングにおいては、労働災害もその多くは派遣先で生じ

ることから、派遣先も労災補償の責任を一部負うべきではないかとの意見があった。 

災害補償の責任については、派遣元事業主は、派遣労働者の雇用者として労働災害を

発生させるような派遣先の業務に派遣した責任があり、災害補償の責任を派遣先に負わ

せることは適当ではない。しかしながら、派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な

措置のうち、危険防止のために事業者が講ずべき措置など派遣先に責任を負わせること

が適切な事項については、派遣先に義務が課せられており、それを遵守する義務は派遣

先にあり、派遣先がこれらに違反する等、故意又は重大な過失によって労働災害を生じ

させた場合であっても、現行の労災保険制度においては、被災者の保険給付に係る費用

を派遣先から徴収できない点について、上述のような派遣先の法律上の災害防止責任が

反映されるよう見直しを行うことを検討すべきである。 

これ以外については、特段の意見はなかった。今後、現実に問題が生じるようなこと

があれば、その都度、それぞれの制度の観点からも、検討することとすべきである。 


